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乳
幼
児
等
医
療
・
障
害
者
医
療
・
高

齢
障
害
者
医
療
費
助
成
で
は
、「
市
町

村
民
税
所
得
割
税
額
二
十
三
万
五
千

円
以
下
」の
か
た
の
み
が
、助
成
の
対

象
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
現
在
、
一
般
区

分
の
か
た
の
う
ち
一
部
の
か
た
が
、

助
成
の
対
象
外
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
経
過
措
置
と
し
て
、
平
成

二
十
三
年
六
月
ま
で
は
現
行
の
所
得

制
限
の
要
件
を
満
た
す
か
た
は
、
助

成
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

一
部
負
担
金
の
限
度
額
の
見
直
し

で
は
、
乳
幼
児
等
医
療
一
般
区
分
の

か
た
の
医
療
機
関
等
で
支
払
う
負
担

額
が
、
一
回
七
百
円
か
ら
八
百
円
に

見
直
し
さ
れ
る
な
ど
の
改
正
が
行
わ

れ
ま
す
。

　

ま
た
、
低
所
得
区
分
の
対
象
の
か

た
の
範
囲
を
拡
大
し
て
い
ま
す
。
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